
議   第   ３６   号   

令和 ８ 年 ２ 月１６日提出   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部改正について 

 

 熊本市附属機関設置条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表１の表中９０の項を削り、９１の項を９０の項とし、９２の項から９５の項ま

でを１項ずつ繰り上げ、同表に次のように加える。 

９５ 

熊本市障がい者サポー

ト企業・団体表彰選考

委員会 

熊本市障がい者サポート企業・団体の表彰を行

うため、被表彰者の選考について審議する。 

９６ 

熊本市こどもの性被害

防止条例（仮称）検討委

員会 

熊本市こどもの性被害防止条例（仮称）を策定

するため、必要な事項を審議する。 

９７ 
熊本市スタートアップ

製品等認定審査会 

熊本市スタートアップ製品等認定制度における

製品等の認定について、必要な事項を審査する。 

 別表５の表に次のように加える。 

１５ 
天明地区閉校後施設利

活用候補者選定委員会 

天明地区閉校後施設の一部を利活用する候補者

の選定について、必要な事項を審議する。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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 （提出理由） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づく附

属機関を設置する等のため、所要の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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